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第１回研究会の議論について 

 

１ 仕事と介護の両立を実現するための制度の在り方 

（１）介護休業 

○ 介護休業については、取得しなくても他の仕組みを使って仕事と両立ができ

ればよいので、取得率自体の向上のみを目指すことのないように注意が必要。 

 

（２）介護期の働き方（介護休暇や短時間勤務等の選択的措置義務、テレワークの在

り方等） 

○ 仕事と介護の両立支援制度は、法制度としては一通り整備されている。今後

は、多様化していく介護に関する実情に対して、当事者がニーズに合わせて制

度を組み合わせられるようにしていくことが重要ではないか。 

 

（３）介護に関する両立支援制度の周知の在り方 

○ 介護の課題は突然直面することになるため、両立支援制度の情報提供につい

ては工夫が必要。例えば介護保険の被保険者になる 40 歳のタイミングでの周

知や、ケアマネージャーからの情報提供などの手段も活用してはどうか。 

 

２ 仕事と育児の両立を実現するための制度の在り方 

（１）育児休業 

○ 育児休業を取得しやすくするためには、代替要員の活用に関するノウハウの

情報提供が重要。代替要員の雇用や派遣社員の受け入れのために、事前に企業

内部の予算を用意することや、経験年数の長い社員の業務は、代替要員が直接

代替することが難しいため、現場管理者による業務の組み替えることなどが必

要である。 

○ 両立支援制度が十分に手厚い中で、多子世帯で育児とキャリアの継続を両立

することを考えると、育児休業や短時間勤務を長期間利用し続けるより、育児

休業から早めに復職した後、局面で柔軟に休めるような制度の方が良いのでは

ないか。 

○ 有期雇用労働者の育児休業の取得を促進するに当たって、産前・産後休業が

取得できるにもかかわらず実際に取得できていない現状があれば、育児休業も

取得できていない可能性があるので、あわせて状況を確認していくことが必要。 
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（２）子の看護休暇 

 

（３）子育て期の長時間労働の是正、柔軟な働き方（所定外労働の免除の在り方、短

時間勤務・テレワークなどを組み合わせた柔軟な働き方の在り方等） 

○ 育児期にかかわらず、全ての人の労働時間が短くなれば、育児休業などの両

立支援制度を過度に活用しなくても両立が可能となる。職場全体の労働時間の

見直しが必要ではないか。 

○ フランスでは、育児期にかかわらず労働時間が短いため、夫婦共働きでも産

休明けにすぐにフルタイムに復職することも可能であることも参考にしてはど

うか。 

○ 例えばサービス業等、所定の労働時間が育児の時間に重なっているという問

題が生じている。育児期における労働時間の問題については、既に育児・介護

休業法において所定外労働の免除等が課せられている時間の長さの問題と、時

間帯の問題とは分けて議論すべきではないか。 

○ テレワークは、育児期の働き方として積極的に位置づけてはどうか。その際、

生産性の高い働き方、生活時間の多様性、テレワークのできない職種等での対

応などの観点からの検討も重要。 

 

（４）その他 

○ 少子化対策の関連のみで両立支援策について議論していくと、方向を見誤るの

で留意が必要。両立支援の本質は、男女が望むキャリアの支援や子どもが健やか

に育つ環境の整備であり、その基礎にジェンダー平等があるということを議論の

前提としていくべき。 

○ 職場の中で分断が起こらないよう、育児休業を取得する労働者や育児休業中

の人をカバーする周りの労働者についての公平で透明性の高い人事制度、誰で

も休める環境により、全ての人が自分のニーズを満たせる働き方を整備するこ

とが必要。法制度で対応できない部分もあるが、将来の課題として何ができる

かを検討すべき。 

○ 育児・介護休業法ですぐに対応できないかもしれないが、障害児を育てる親

等の現状についても把握することが必要。 
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３ 次世代育成支援対策の在り方 

○ 「くるみん」のような認定制度が、企業の生産性、エンゲージメント・働き

がいなどにどのような効果を与えたか、検証していくことが必要。 

 

４ その他 

○ 育児や介護に関するサービスの変化や、職場の中での働き方、働く人自身の

多様化を踏まえた上で、これからの両立支援の在り方を検討すべき。 

○ 少子化の問題は、働き方、労働法制、教育制度、税制など、国の制度全般に

関わる問題であるということは、背景にある課題として認識を持って検討すべ

き。広い課題も視野に入れながら、すぐにできること、将来に向けて課題とし

て共有すること、その間で、将来につなげて何かできるかという工夫を考えて

いくことが必要。次世代法、女性活躍法、労働施策推進法などの在り方が参考

になるのではないか。 

○ 現在の働き方を前提に育児や介護のパターンが決まっていると、その働き方

が継続できなくなる。育児や介護に合わせた働き方を選べるようにするという

観点も必要ではないか。 

○ 妊娠や家族に関する情報を打ち明けたくないと感じる方もいるので、プライ

バシーへの配慮や個人情報の管理という視点も重要。 

○ 育児や介護を行う労働者本人の健康の問題という点にも配慮が必要であり、

休暇制度の見直しや活用促進なども考えられるのではないか。 

 

 


